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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 38(オ)1236   原審裁判所名 大阪高等裁判所 

事件名 占有回収等請求 原審事件番号 昭和 32(ネ)1004 

裁判年月日 昭和 40 年 12 月 7 日 原審裁判年月日 昭和 38 年 6 月 25 日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 19 巻 9 号 2101 頁   

 

判示事項 私力の行使が許されないとされた事例。 

裁判要旨 使用貸借の終了した敷地上に建築された原判示仮店舗の周囲に、右敷地所有者

（終了前の敷地使用貸主）が仮店舗所有者（終了前の敷地使用借主）の承諾を

得ないで、板囲を設置した場合であつても、右仮店舗所有者が右板囲を実力を

もつて撤去することは、同人が原判示の経緯で原判示旧店舗に復帰してすでに

飲食営業を再開している等原判示の事実関係（原判決理由参照）のもとにおい

ては、私力行使の許される限界をこえるものと解するのが相当である。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人酒井信雄の上告理由について。 

 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたので

は、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難である

と認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超

えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。しかしながら、原審認定の

本件における事実関係のもとにおいては、右のごとき緊急の事情があるものとは認められず、

上告人は法律に定められた手続により本件板囲を撤去すべきであるから、実力をもつてこれ

を撤去破壊することは私力行使の許される限界を超えるものというほかはない。したがつて、

右と同趣旨の見解のもとに、右板囲を実力によつて撤去破壊した上告人は不法行為の責任を

免れないとした原審の判断は、正当である。所論は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決

を非難するものであつて、採用のかぎりではない。 

 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決

する。 

（裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 

裁判官 下村三郎） 

 

 

※参考：判例タイムズ 187 号 105 頁、判例時報 436 号 37 頁 


